
第

二

千

八

十

一

号

平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日

(

金
曜
日)

目

次

告

示

○
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(

治

山

課)

六
〇
一
ペ
ー
ジ

○
利
便
施
設
協
定
の
締
結

(

道
路
維
持
課)

六
〇
三

○
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定

(

砂

防

課)

六
〇
三

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定

(

選
挙
管
理
委
員
会)

六
〇
三

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

(
環
境
生
活
政
策
課)

六
〇
四

○
土
地
改
良
事
業
の
施
行
の
適
当
の
決
定

(
農
地
計
画
課)

六
〇
四

○
市
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分

(

同

)

六
〇
五

正

誤

○
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
中
訂
正

(

法
務
・
情
報
公
開
課)
六
〇
五

○
解
除
予
定
保
安
林
と
す
る
旨
の
通
知
中
訂
正

(

同

)

六
〇
五

告

示

岐
阜
県
告
示
第
五
百
三
十
九
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

中
津
川
市
山
口
四
七
一
の
七
九

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
中
津
川
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日



岐
阜
県
告
示
第
五
百
四
十
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

飛�
市
河
合
町
保
字
保
峠
二
〇
八
三
の
一
、
二
〇
八
四
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
飛�
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
四
十
一
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

不
破
郡
関
ケ
原
町
大
字
今
須
字
玉
井
戸
三
七
二
四
、
字
ウ
ト
谷
三
七
二
五
の
二
、
三
七
二
五
の
三

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
関
ケ
原
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
四
十
二
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

加
茂
郡
東
白
川
村
神
土
字
捨
薙
一
二
八
二
か
ら
一
二
八
七
ま
で
、
一
三
〇
三

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。
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郡
上
特
別
支

援
学
校

区

域

名

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
二
十
一
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ

線
及
び
標
柱
一
号
と
二
十
一
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域(

次
の

図
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。)

郡
上
市
大
和
町
栗
巣

字
東
側

一
二
六
番
二

一
号
及
び
二
十
一
号

一
〇
四
番

二
号
及
び
三
号

一
〇
五
番
一

四
号

一
〇
九
番
一

五
号
及
び
六
号

一
一
〇
番

七
号

六
七
番

十
七
号

八
〇
番
一

十
八
号

九
五
番
一

十
九
号

一
〇
〇
番
一

二
十
号

字
宮
前

四
三
番
一

八
号

四
二
番

九
号

四
一
番
一

十
号
及
び
十
一
号

三
六
番

十
二
号

三
二
番
一

十
三
号

五
三
番
二

十
四
号
か
ら
十
六
号
ま
で

区

域

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
東
白
川
村
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
四
十
三
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
四
十
八
条
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と

お
り
利
便
施
設
協
定
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
の
で
、
同
法
第
四
十
八
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
書
は
、
平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
利
害
関
係
人
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

利
便
施
設
協
定
の
名
称

一
般
国
道
百
五
十
七
号
に
お
け
る
道
路
外
利
便
施
設
に
関
す
る
協
定

二

利
便
施
設
の
名
称
及
び
そ
の
所
在
地

名

称

一
般
国
道
百
五
十
七
号
沿
道
名
鉄
岐
阜
駅
ビ
ル(

Ｅ
Ｃ
Ｔ)
前
面
通
路

所
在
地

岐
阜
市
神
田
町
九
丁
目
一
番
一
の
一
部
及
び
二
番
の
一
部

三

利
便
施
設
協
定
の
有
効
期
間

協
定
締
結
の
日
か
ら
当
該
道
路
外
利
便
施
設
の
存
す
る
期
間

四

備
考

利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
道
路
外
利
便
施
設
協
定
に
つ
い
て
、
岐
阜

県
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

岐
阜
県
告
示
第
五
百
四
十
四
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
郡
上
土
木
事
務
所
及
び

郡
上
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
一
号

公
職
選
挙
法(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
個
人

演
説
会
、
政
党
演
説
会
及
び
政
党
等
演
説
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
に
つ
い
て
、
次

の
と
お
り
報
告
が
あ
っ
た
の
で
そ
の
旨
告
示
す
る
。
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海
津
市

市
町
村
名

海
津
市
総
合
福
祉
会
館
ひ
ま
わ

り
研
修
室
２

施
設

の
名

称

海
津
市
海
津
町
高
須
517番

地
１ 所

在
地

60人

収
容
人
員

中

津

川

市

施

行

者

名

青

木

平

地

区

施
行
に
係
る
地
区
名

中
津
川
市
役
所

前
掲
示
場

縦

覧

場

所

平
成
二
一
・

九
・
一
一
か
ら

同

一
〇
・
一
五
ま
で

縦

覧

期

間

平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

指
定
し
た
施
設

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
一
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
こ
こ
ろ
華
陽
の
会

三

代

表

者

の

氏

名

村
端

昇
一

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
羽
島
郡
岐
南
町
八
剣
六
丁
目
七
九
番
地
三
〇
五

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
一
人
で
住
宅
を
借
り
る
こ
と
が
困
難
な
生
計
困

難
者
、
及
び
失
業
中
の
中
高
齢
者
に
対
し
て
、
入
居
施
設
再
就
職
・

生
活
支
援
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
行
政
や
各
種
団
体
と
連
携
を

図
り
な
が
ら
、
福
祉
社
会
の
発
展
・
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
八
月
六
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ふ
く
・
ふ
く

三

代

表

者

の

氏

名

中
島

恵
美

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
本
巣
市
八
七
五
番
地
一
四
七

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
知
的
障
が
い
、
身
体
障
が
い
な
ど
に
よ
り
日
常

生
活
や
社
会
生
活
な
ど
が
困
難
な
障
が
い(

児)

者
に
対
し
て
集

い
の
場
及
び
余
暇
活
動
や
地
域
社
会
活
動
へ
の
参
加
を
主
体
と
し

た
事
業
を
行
い
、
地
域
で
安
心
し
て
自
立
し
た
生
活
が
営
め
る
よ

う
生
活
の
場
の
構
築
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
地
域
福
祉
の
向
上
に

資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
土
地
改
良
事
業
の
施
行
の
適
当
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改
良
事
業
の
施
行
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
同

法
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
土
地

改
良
事
業
計
画
書
及
び
条
例
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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○
市
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
関
市
営
土
地
改
良
事
業
田
口
地
区
の
換
地
処
分
を
平
成
二
十
一

年
八
月
十
四
日
に
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
正

誤

(

校
正
誤
り)

平
成
二
十
一
年
二
月
十
日
第
二
千
二
十
二
号

保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知(

岐
阜

県
告
示
第
百
一
号)

九
四
頁
下
段
前
か
ら
五
行
目
中｢
主
伐
、｣

は
、｢

主
伐
は
、｣

の
誤
り
。

(

校
正
誤
り)

平
成
二
十
一
年
二
月
十
三
日
第
二
千
二
十
三
号

解
除
予
定
保
安
林
と
す
る
旨
の
通
知(

岐
阜
県
告

示
第
百
八
号)

一
〇
〇
頁
上
段
後
か
ら
二
行
目
か
ら
三
行
目
中｢

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目

三

解
除
の
理
由

的｣

は
、 ｢

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

解
除
の
理
由

｣

の
誤
り
。
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平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


